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陳情第 １０号  

令和５年 ５月１９日 

川崎市議会議長 様 

 横浜市在住者 

 ほか １名 

川崎市の教職員の基本的人権を守る川崎市教育委員会教職員通報 

制度のガバナンスの確立と教職員人事課のコンプライアンスの確 

立を求める陳情 

陳 情 の 要 旨 

 川崎市教育委員会（以下「市教委」という。）は、川崎市立Ａ小学校Ｂ教頭（以

下「Ｂ教頭」という。）が2021年（令和３年）４月から2022年（令和４年）10月

にかけて提起した校長の問題行動や校長昇任人事に対する問題に正面から答え

ないだけでなく、川崎市教育委員会職員通報制度や市教委への陳情についても

極めて不適切な対応に終始し、個人情報保護法違反や公益通報者保護法にも抵

触する対応を取ってきた。 

 また、このことによってＢ教頭は、個人攻撃にもさらされ、メンタル疾患を

発症し、現在、療養休暇を取り休業を余儀なくされており、将来に対する不安

も募らせている。 

 市教委は、Ｂ教頭に対する謝罪を行うと同時に、ガバナンス・コンプライア

ンスを確立すべきである。 

陳 情 の 理 由 

１ 「川崎市教育委員会職員通報制度」の窓口である川崎市教育委員会教職員

人事課の機能不全並びに怠慢で不正な運用、通報者へのいじめ等が法律違反

と考えられるので改善すること。 

  以下に市教委のいじめと考えられる具体的な事案について、市民目線で御
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検討いただきたい。 

(1)  Ｂ教頭は、2021年（令和３年）３月に川崎市教育委員会（以下「市教委」

という。）を訪れ、教職員人事課長Ｃと、４月には高津市民館の一室で同新

部長Ｄ、同課長Ｅと面談をし、川崎市教育委員会職員通報制度（以下「通

報制度」という。）に基づいて次のことを訴えた。 

イ 校長の問題行動について話をした。どうしてこうした校長を昇任させ

たのか。 

・校長が毎日、教職員の更衣室に午前中籠もり冷暖房を効かせた部屋で 

過ごし、電話を取り次いでもメモしておけと言う状況である。こうした

ことは、公務として認められるのか。 

   ・校長が教職員を呼び捨てにする。教職員組合員の総意で校長に「教職 

員を呼び捨てにすることはやめてほしい。」と切望したが、自分の非を認

め、改めようともしない横暴な態度は許されるのか。教職員の意図を一

方的に無視してしまうほど人権意識が低い者を市教委が校長に昇任させ

た。 

   ・学校では、通常、子どもたちを呼ぶときは、○○さんと呼称するが、 

校長は、教職員を下僕と見て、教職員がいくら指摘しても改善しなかっ

た。 

   ・子どもたちの人権を守り、成長に導く使命を負っている教職員の人権

を無視続けている校長を任命したのは、市教委であり、任命・管理責任

を取らないばかりか、校長の振る舞いを容認してしまった。 

ロ 前校長らの愚行について指摘し、市教委の見解を問いただしたが、市

教委は、公務であると容認した。 

・校長が学校内にある児童の学習園に肥料・土は公費で購入したものを、

種や苗は自費で購入したものを利用したと報告されている。自分の趣味

である農作業で、野菜等を育て校長の好みの教職員だけに収穫物を施し、

他は全て自分で食していた。毎日２～３時間に及ぶ校長の畑での作業に

ついて公務であると容認した。 

・市教委は、校長のほぼ毎日の「畑仕事」を環境整備の一環である「公

務として容認しているが、Ｂ教頭は、教頭職を日々、遂行するため孤軍
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奮闘せねばならず、担当医師などの話からメンタル疾患を発症した一因

ではないかと推測されている。 

   ・校長室に籠もり、教職員と交流を持とうとしない校長、思い付きで計

画性もなく、ヒステリックになって怒り出す校長等、人間性に欠ける校

長を多く昇任させてきた。過去においても、様々な学校で悪いうわさが

流れている校長は後を絶たない。 

(2) 通報制度要綱第８条第１項「（前略）職員通報として処理する場合はそ

の旨を、職員通報として処理できない場合は理由を付して（後略）」通報

者に通知するものとすると規定し、第９条は「（前略）必要な調査を行う

（後略）」と規定しているが、Ｂ教頭が通報した事項に関し「調査」したか

どうかも明らかにせず、Ｂ教頭は、通報制度に基づいて通報したが６か月

以上にわたって放置・無視された。 

・要綱第８条第１項によって、「（前略）職員通報として処理できない場合

は理由を付して（後略）」と規定しているにもかかわらず、６か月以上に

わたって無視されるいじめに遭い、再度指摘することによって、やっと勤

務時間外に面会し対応がされた。 

・また、Ｂ教頭が通報した事案が「処理できない」ことに当たるのかどう

か、及び要綱第９条で言う「必要な調査」を行ったかどうかを明らかにし

ていない。 

・Ｂ教頭は、2022年（令和４年）９月20日の市教委定例会に陳情書を提出

した。 

・陳情は、市教委がＢ教頭の陳情、通報について、６か月以上無視し、そ

の後、何回も要請し、やっと４回、面談し、丁寧に扱ったと回答している

が、このことに関し、いまだに謝罪すらない。教職員の基本的人権を無視

した一方的な対応は、正しくパワーハラスメント（以下「パワハラ」とい

う。）ではないか。 

・通報があってから、15日以内に回答しないばかりか、元校長への聞き取

り調査をし、通報者への報告を行ったにもかかわらず、記録の情報開示を

要求したところ、通報として処理していないので記録も残っていないとい

う回答であった。全くずさんな対応であきれる。 
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(3) 通報制度の窓口が市教委人事課にあることを教職員には周知されてお

らず、2022年（令和４年）12月校長より通報制度について教職員に説明す

る旨の指示が初めてされた。通報制度は、窓口が教職員人事課に置かれ「利

益相反」が懸念され、機能不全である。しかし、他に教職員の「基本的人

権」を守る場は一切ない。 

・本市コンプライアンス推進室、オンブズマン、人事委員会、教育長への

手紙等とＢ教頭はあらゆる手段を使って、市役所に訴えたが、全て管轄外

である旨が伝えられた。市役所内にも市教委を監視する役目は一切ない。 

文部科学省においては、子どもの相談窓口はあっても、教職員の相談窓

口はない。どんな会社や企業でも内部通報制度があり、経営陣から独立し

た通報窓口を設置することになっている。また、厚生労働省の下に様々な

相談窓口（パワハラ、労働条件等）が設置されている。二重三重に保護さ

れているにもかかわらず、教職員は、基本的人権を守ってもらえる窓口や

部署がどこにもない実態である。 

・通報制度の窓口が教職員人事課となっているが、公表されている教職員

課の業務内容には明記されていない。毎年、２回ほど全職員に実施してい

る「服務チェックシート」にはパワハラの内容が記載されているが、校長

からパワハラを受けた場合の対応はどこにも記載されていない。一体、ど

こに訴えるのか。 

・2023年（令和５年）３月23日情報開示の際に教職員人事課Ｆ課長に、川

崎市教職員通報制度に「通報」された事案について情報開示を求めたが、

条例が施行されてから、「通報」は、一件もないという回答があった。２

年前にＢ教頭が元校長の愚行について訴えていたことも通報として取り

上げていない。また、通報の窓口が教職員人事課になることも教職員には

昨年の12月まで知らされていなかった。 

そして、教職員から訴えられた校長の愚行等も単なる苦情として、握り

つぶしている。教職員人事課の部長は元教員で、しかも前職が校長であり、

同僚性、仲間意識等の癒着関係にある。さらに、校長に昇任させた任命責

任、管理責任を問われないようにしてきたと考えられる。 

・同日、再度、「川崎市教育委員会職員通報制度」に基づき、通報し、４月
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６日に通報として処理する旨の文書が自宅に郵送された。４月12日に新し

く担当となった教職員人事課Ｆ課長に今後の調査の流れを聞いたところ、

調査はＦ課長が中心に行っていくとの回答があった。教職員人事課の問題

を教職員人事課の職員が調査しては公平性が保てるのか。 

通報制度の「第７条（利益相反関係の排除）職員等は、自らが関係する

職員通報の事案の処理に関与してはならない。」と規定しているのに、お

かしいのではないかと尋ねた。通常は一般企業でも経営者等から独立した

組織が担当して調査してる。「教育委員会はそうなっているので。」という

法律を根底から無視する回答だった。本来は、教育長が第６条の２「独立

性の確保」にあるように必要な手段、方法、措置等をしなければならない

が怠っている。 

通報制度等に関する事務手続要領第７条「事務所管部課における処理担

当者」に抵触するのではないか。さらに、要領の第３条処理方針の決定、

第４条通報事実の事前調査等は、通報者に2023年（令和５年）４月から現

在に至っても何も確認、報告もしないままである。 

２ 市教委は、「働き方改革」を標ぼうしているにもかかわらず、市教委教職員

人事課長Ｅは通報制度に基づく通報者であるＢ教頭に対し、通報を６か月以

上にわたって「無視・放置」するいじめと考えられる対応を取ってきた。 

  そして、市教委は、「働き方改革」に反する勤務時間外である18時以降に面

会を指定し、Ｂ教頭に面会を求めた。こうした対応がＢ教頭の基本的人権を

無視した「働き方改革」を標ぼうしていると言っている市教委の対応である。

おかしくありませんか。 

  以下に、市教委のいじめと考えられる具体的な事案について、市民目線で

御検討いただきたい。 

・現在も教職員には勤務時間内に一定の場所で「川崎市教育委員会職員通報

制度」に基づいて、例えば、憲法が保障する基本的人権が侵害されていると

考えられる校長の「愚行」に基づく事案等を第３者的な立場で相談できる場

はどこにもない。学校が「ブラック企業」と言われる大きな要因の１つであ

る。 

・このことを2022年（令和４年）９月20日、市教委定例会に陳情し、直ちに
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改善するよう求めたが、市教委の無理解によって、陳情は不採択と決定され

た。 

「川崎市教育委員会職員通報制度」の窓口を教職員人事課ではなく、第三

者組織を設置することでその役割業務を移転すること。また、その組織に教

育委員会の全ての取組、「特に人事権」を監視できる強い権限を与え、直接、

教育委員・組合等と連携できるようにすること。 

それに対して、市教委は教育委員会の職務権限外のことであって、教育委

員会は決定できない事項であると答え、改善することも考えていない。これ

は、憲法違反の「基本的人権」の侵害を助長するのではないか。 

東京都教育委員会には、「公益通報弁護士窓口」が設置されているので、ぜ

ひ、市長を中心にきちんとした組織の再構築を要望する。 

・2023年（令和５年）３月23日に、教職員人事課に「川崎市教育委員会職員

通報制度窓口」という看板の設置と相談場所を設置することを要求した。い

まだに回答はない。 

３ 川崎市立学校教職員は、市教委が任命した校長によって憲法が保障する「基

本的人権」が侵害される事案がある。市教委に訴えても校長の「愚行も公務

だ」として容認している実態がある。 

  市議会として、実態調査し、教職員の「基本的人権」侵害を直ちにやめる

ようにしていただきたい。  


